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 開  会  

 議  長  皆さん、こんにちは。定刻前ではありますが、全員おそろいですので、会議を始 

めていきたいと思います。 

 開会に先立ちお知らせをいたします。本会議終了後、引き続き全員協議会を開催

したいと思いますので御了承願います。  

ただいまから令和８年第１回甘木・朝倉・三井環境施設組合議会定例会を開会し、

ただちに会議を開きます。 

 本日の出席議員は１４名で、会議は成立いたします。 

 本日の議事日程につきましては、お手元に印刷・配付のとおりであります。御了

承願います。 

（１３：５０） 

 日程第１  

 議  長  日程第１ 「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第６８条の規定によって、 

 ２番 加藤正二議員及び３番 柴山恭子議員を指名します。 

 日程第２  

 議  長  日程第２ 「会期の決定について」を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日２月２５日の１日間としたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日１日間と決定しました。 

 日程第３  

 議  長  日程第３ 「組合長のあいさつ及び提案理由の説明」を求めます。 

 組合長 

 組 合 長  こんにちは。組合長として御挨拶申し上げます。 

 本日、ここに、令和８年第１回甘木・朝倉・三井環境施設組合議会定例会を招集

しましたところ、議員の皆様方には、公私とも御多忙の中、全員御出席を賜りまし

て誠にありがとうございます。 

 さて、本定例会でお諮りします議案等は同意１件、議案３件でございます。 

 同意第１号は、甘木・朝倉広域市町村圏事務組合等公平委員会委員の選任につい

て、任期満了に伴い、再任することについて、議会の同意を求めるものであります。 

 議案第１号は、福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減

少及び規約の変更について、地方自治法第２９０条の規定により、議会の議決を求

めるものであります。 

 議案第２号は令和７年度補正予算（案）でございます。既定の予算総額から歳入

歳出それぞれ５,３６５万７,０００円を減額し、予算総額を１８億３８９万５,００

０円とする減額補正をお諮りします。 

 次に、議案第３号は令和８年度当初予算（案）でございます。令和８年度一般会

計予算は、総額１８億８,８４９万８,０００円を計上することで提案いたします。対

前年比３,０９４万６,０００円の増額にてお諮りするものでございます。 

 歳入予算では、１款分担金及び負担金が５,２４０万２,０００円の増額、５款繰越

金が１,０００万円の減額、６款国庫支出金が５３３万２,０００円の減額等々で御

提案いたします。 

 歳出予算では、２款総務費が７１３万５,０００円の増額、３款衛生費が２,８３６
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万９,０００円増額することで御提案いたします。 

 以上、概略でございますが、提案理由の説明とさせていただきます。 

 いずれも大変重要な案件でございますので、慎重に御審議いただき御承認賜りま

すようお願いいたします。 

 議  長  提案理由の説明が終わりました。 

 日程第４  

 議  長  日程第４ 同意第１号「甘木・朝倉広域市町村圏事務組合等公平委員会委員の選

任について」を議題とします。 

 説明を求めます。 

 施設課長 

 施設課長  それでは、議案書の１ページをお願いいたします。 

 同意第１号「甘木・朝倉広域市町村圏事務組合等公平委員会委員の選任について」 

 甘木・朝倉広域市町村圏事務組合等公平委員会委員に次の者を選任することにつ

いて議会の同意を求める。 

 本日付提出、組合長名でございます。 

 住所、福岡県朝倉郡東峰村。 

 氏名、泉高杉。 

 提案理由を申し上げます。議案書に記載しておりますとおりでございますが、甘

木・朝倉広域市町村圏事務組合等公平委員会委員に泉高杉を再任することについて、

甘木・朝倉広域市町村圏事務組合等公平委員会規則第３条第１項の規定により議会

の同意を求めるものでございます。 

 なお、泉氏の経歴書を御用意しておりますので御参照ください。 

 署名は後ほど回収いたしますので、会議終了後、退出の際は机上に置いたままで

御退出くださいますようよろしくお願いいたします。 

 以上で説明を終わります。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、同意第１号「甘木・朝倉広域市町村圏事務組合等公平委員会委員の選

任について」を採決します。 

 同意第１号は、これに同意することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、同意第１号「甘木・朝倉広域市町村圏事務組合等公平委員会委員の

選任について」は同意することに決定しました。 

 日程第５  

 議  長  日程第５ 議案第１号「福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体

の数の減少及び規約の変更について」を議題とします。 

 説明を求めます。 

 施設課長 
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 施設課長  それでは、議案書の２ページをお願いいたします。 

 議案第１号「福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少

及び規約の変更について」 

 地方自治法第２８６条第１項の規定により、令和８年３月３１日を限り、福岡県

市町村職員退職手当組合から、久留米市ほか３市町高等学校組合を脱退させ、令和

８年４月１日から福岡県市町村職員退職手当組合規約を別紙のとおり変更する。 

 本日付、組合長名でございます。 

 提案理由を申し上げます。令和８年３月３１日を限り、久留米市ほか３市町高等

学校組合が解散されることに伴い、福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方

公共団体の数を減少し、また、令和８年４月１日から久留米市広域市町村圏事務組

合が名称を変更することに伴い、福岡県市町村職員退職手当組合の規約の変更が必

要となります。このことにより、地方自治法第２９０条の規定により、当組合議会

の議決が求められているところでございます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 福岡県市町村職員退職手当組合の規約の一部を変更する規約（案）を掲載してお

ります。 

 以下、４ページ、５ページは規約の別表の変更に係る新旧対照表となっておりま

す。 

 以上、いずれも当組合議会の議決を求める旨、福岡県市町村職員退職手当組合か

らの依頼に基づきまして御提案するものでございます。 

 以上、説明を終わります。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑がないようです。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第１号「福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体

の数の減少及び規約の変更について」を採決します。 

 議案第１号は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、議案第１号「福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団

体の数の減少及び規約の変更について」は原案のとおり可決されました。 

 日程第６  

 議  長  日程第６ 議案第２号「令和７年度甘木・朝倉・三井環境施設組合一般会計補正

予算（第１号）について」を議題とします。 

 説明を求めます。 

 施設課長 

 施設課長  それでは、議案書の６ページをお願いいたします。 

 議案第２号「令和７年度甘木・朝倉・三井環境施設組合一般会計補正予算（第１

号）について」 

 令和７年度甘木・朝倉・三井環境整備組合一般会計補正予算（第１号）を別冊の
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とおり提出する。 

 本日付、組合長名でございます。 

 補正予算（第１号）の説明を行います。別冊の補正予算書をお手元にお願いいた

します。 

 それでは、補正予算書の１ページをお願いいたします。 

 令和７年度甘木・朝倉・三井環境施設組合一般会計補正予算（第１号）は、次に

定めるところによるとしまして、第１条第１項で、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ５,３６５万７,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１８

億３８９万５,０００円とすること、第２条地方債の補正については、第２表地方

債の補正によることとしております。 

 ５ページをお願いいたします。 

 歳入歳出補正予算事項別明細書の説明をいたします。 

 まず、１、総括の歳入です。 

 １款分担金及び負担金は、１,９７０万４,０００円の減で、１４億４,１２６万

３,０００円の計上。５款繰越金は、４,３７９万６,０００円の増で、１億１,８７

９万６,０００円の計上。６款国庫支出金は、１,００４万９,０００円の減で、９１

５万３,０００円の計上。８款地方債は、６,７７０万円の減で、３,０９０万円の計

上で、計１８億３８９万５,０００円でお諮りいたします。 

 ６ページをお願いいたします。 

 次に歳出でございますが、２款総務費は、５２７万６,０００円の増で、９,３８

４万９,０００円の計上。３款衛生費が９,７５６万５,０００円の減で、１３億９,

８１９万２,０００円の計上。５款予備費を３,８６３万２,０００円の増の５,８６

３万２,０００円の計上でお諮りいたします。 

 それでは、詳細の説明に移ります。 

 ７ページをお願いいたします。 

 ２の歳入を御覧ください。 

 １款分担金及び負担金、１項１目１節負担金は、１,９７０万４,０００円の減

で、１４億４,１２６万３,０００円の計上です。新ごみ処理施設整備費の契約金額

が入札等で減少削減したもので、執行残額の減額となります。 

 ５款繰越金は、１項１目１節前年度繰越金で、４,３７９万６,０００円の増で、

１億１,８７９万６,０００円の計上となります。令和６年度決算から、前年度繰越

金４,３７９万６,０００円を計上するものでございます。 

 ６款国庫支出金は、１項１目１節衛生施設費補助金で、１,００４万９,０００円

の減で、９１５万３,０００円の計上です。減額の主な要因は、生活環境影響調査

業務が入札により執行残が減少したもので、循環型社会形成推進交付金の交付金額

の減額となります。 

 ８款地方債は、６,７７０万円の減で、３,０９０万円の計上です。一般廃棄物処

理事業債の減額でございます。 

 当初予算では、当年度実施予定でございました新施設建設敷地造成工事の財源と

したところでございますが、これを令和８年度に繰延べすることによるものでござ

います。敷地造成工事につきましては、梅雨明けをめどに着手する予定でございま

したが、地元行政区より水路の付け替えについて御意見、御要望等がございました

ことから、改めて設計の見直しを実施しております。 

 リサイクル工房等の解体工事につきましては、全体工期を考慮し、先行し着手し

ておるところでございます。 

 当初予算に計上しておりました新施設建設敷地造成工事のうち、解体工事分を差



5 

 

し引いた額について減額するものでございます。 

 ８ページ、３、歳出を御覧ください。 

 ２款総務費、１項１目一般管理費の１８節負担金補助及び交付金で、派遣職員人

件費負担金として５２７万６,０００円の増額です。筑前町から当組合に派遣いた

だいている職員の人件費を当組合が負担するものでございます。 

 次に、３款衛生費、１項２目新ごみ処理施設整備費、１２節生活環境影響調査が

２,５３０万８,０００円の減、１４節新施設建設敷地造成工事が７,２２５万７,０

００円の減で、合計９,７５６万５,０００円の減額です。先ほど触れました新ごみ

処理施設整備に伴います事業について、入札による執行額の減少及び翌年度へ事業

を繰延べすることにより予算を減額するものでございます。 

 次に、５款１項１目予備費として、３,８６３万２,０００円の増額の５,８６３万

２,０００円の計上でお諮りいたします。 

 詳細の説明は以上でございます。 

 補正予算（第１号）は、新ごみ処理施設整備の入札等による減額、派遣職員の人

件費の予算について追加増額することが趣旨でございます。 

 以上で、補正予算（第１号）（案）について御説明を終わります。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑がないようです。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第２号「令和７年度甘木・朝倉・三井環境施設組合一般会計補正

予算（第１号）について」を採決します。 

 議案第２号は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、議案第２号「令和７年度甘木・朝倉・三井環境施設組合一般会計補

正予算（第１号）について」は原案のとおり可決されました。 

 日程第７  

 議  長  日程第７ 議案第３号「令和８年度甘木・朝倉・三井環境施設組合一般会計予算

について」を議題とします。 

 説明を求めます。 

 施設課長 

 施設課長  それでは、議案書の７ページをお願いいたします。 

 議案第３号「令和８年度甘木・朝倉・三井環境施設組合一般会計予算について」 

 令和８年度甘木・朝倉・三井環境施設組合一般会計予算を別冊のとおり提出する。 

 本日付、組合長名でございます。 

 令和８年度の当初予算の説明を行います。別冊の予算書をお手元にお願いいたし

ます。 

 それでは、予算書の１ページをお願いいたします。 

 令和８年度甘木・朝倉・三井環境施設組合一般会計予算は次に定めるところによ

るとしまして、第１条第１項で、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ１８億
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８,８４９万８,０００円と定める。 

 第２条地方債については、第２表地方債によることとしております。 

 ４ページをお願いいたします。 

 第２表地方債でございます。 

 起債の対象事業につきましては後ほど御説明いたしますが、生活環境影響調査業

務、新施設建設敷地造成工事が今回の一般廃棄物処理事業債に係る起債対象となり

ます。 

 起債の目的といたしまして、一般廃棄物処理事業債限度額１億２８０万円につい

ては、生活環境影響調査業務の交付金を差し引いた金額９０％分と新施設建設敷地

造成工事事業費の１００％分でございますが、朝倉市の一部及び東峰村の全額につ

きましては、過疎債を活用されますことから、一般廃棄物処理事業債から差し引い

た額を計上しております。 

 なお、差し引いた過疎債額につきましては、一般財源で御負担いただくこととし

ております。 

 その他、利率、起債の方法等については、記載のとおりでございます。 

 それでは、以下、詳細の説明に入らせていただきますが、主に例年と大きく異な

る点について説明をさせていただきます。 

 ５ページをお願いいたします。歳入歳出予算事項別明細書になります。 

 ここで、当初予算（案）の概要について説明いたします。 

 当初予算の総額は、１８億８,８４９万８,０００円で、対前年比３,０９４万６,０

００円の増額でございます。 

 １、総括の歳入を御覧ください。主なところを申し上げますと、１款負担金及び

分担金は、１５億１,３３６万９,０００円で、対前年比５,２４０万２,０００円の増

額。５款繰越金は、６,５００万円で、対前年比１,０００万円の減額。８款地方債は、

１億２８０万円で、対前年比４２０万円の増額等での御提案となります。 

 次に、６ページ、歳出ですが、主なところでは、２款総務費は、９５７万８,００

０円で、対前年比７１３万５,０００円の増額。３款衛生費は、１５億２,４１２万６,

０００円で、対前年比２,８３６万９,０００円の増額等で御提案いたします。 

 それでは、詳細の説明に移ります。説明が必要と思われる主な項目について触れ

させていただきます。 

 予算書の記載順に歳入から御説明いたします。 

 ７ページをお願いいたします。 

 最初に、１款分担金及び負担金、１項１目１節負担金は、本年度計上額１５億１,

３３６万９,０００円で、対前年比５,２４０万２,０００円の増額です。 

 各市町村負担額は、資料掲載のとおりでございます。 

 次に、３款財産収入の１項財産運用収入、２節利子及び配当金になりますが、施

設運営基金、施設改修基金の定期預金利子、総額１９８万６,０００円で、対前年比

１３９万３,０００円の増額で御提案いたします。 

 ３款財産収入の２項１目１節物品売払収入は、総額３,１０９万７,０００円で、対

前年比６２１万２,０００円の減額で御提案いたします。 

 ８ページをお願いいたします。 

 ４款１項繰入金、１目１節基金繰入金は、久留米市脱退負担金５億８,０６１万４,

０００円を５か年で軽減策として活用いたしますので、令和８年度分に当たる１億

１,６１２万２,０００円を施設運営基金から繰入れすることで御提案いたします。 

 ５款１項１目繰越金、１節前年度繰越金、本年度計上額は６,５００万円で、対前

年比１,０００万円の減額です。令和７年度の決算余剰金の見込みから１,０００万
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円の減額の６,５００万円の計上で御提案いたします。 

 ６款国庫支出金、１項１目国庫補助金、１節衛生施設費補助金は、新施設建設に

伴う事業として、循環型社会形成推進地域計画に基づき実施いたします。令和７年

度から２か年事業として実施しております生活環境影響調査業務、令和８年度分に

該当する事業費１,８９８万４,０００円で、交付金制度対象額３分の１の６３２万

７,０００円。令和８年度から、新たな新規事業として、新ごみ処理施設整備に係る

事業者選定アドバイザリー業務を予定いたします。令和８年度に該当する事業費と

しては２,２６３万１,０００円で、交付金制度対象額３分の１の７５４万３,０００

円で、合計１,３８７万円で御提案いたします。 

 ９ページをお願いいたします。 

 ８款１項１目１節地方債は、先ほど衛生施設費補助金で触れました事業費の交付

金及び過疎債対象額を除いた額の９０％を起債借入額として生活環境影響調査業務

が９２０万円、令和８年度に実施予定いたします新施設建設敷地造成工事について

は事業費から過疎債対象額を除いた額の１００％を起債借入額として９,３６０万

円の計上で、合計１億２８０万円の提案でございます。 

 歳入の説明を終わりまして、歳出の説明に移ります。 

 １０ページをお願いいたします。 

 １款議会費総額は、５８万３,０００円で、対前年比９,０００円の増額です。 

 １０ページ中段から１３ページ上段まで、２款総務費の掲載となります。 

 ２款総務費１項１目一般管理費は、今年度計上総額は９,３６３万７,０００円で、

対前年比５７４万２,０００円の増額です。 

 １節報酬は、総額８４７万６,０００円の計上で、対前年比７５万７,０００円の増

額です。会計年度任用職員報酬は８０４万６,０００円の計上で、対前年比７５万７,

０００円の増額。人事院勧告に伴う増額を反映したものでございます。 

 次に、２節給料は、職員給料で２,３２８万円で、対前年比４１８万４,０００円の

増額、職員の定期昇給分及び人事院勧告を反映したものでございます。 

 次に、その下、３節職員手当は、総額１,９２６万５,０００円の計上で、対前年比

３９５万２,０００円の増額。職員給与の定期昇給等に伴うものでございまして、主

な増額の要因は、新規採用職員１名増及び人事院勧告を反映したものによる増額で

ございます。 

 次に、一番下の４節共済費は、総額９４０万円の計上で、対前年比１３５万２,０

００円の増額。子ども・子育て支援法の一部改正に伴うもの、新規採用職員１名と

人事院勧告を反映したものでございます。 

 １１ページを御覧ください。 

 ８節旅費は総額９３万６,０００円の計上で、対前年比３０万７,０００円の増額

です。研修旅費４８万４,０００円の計上で、対前年比２３万５,０００円の増額で

す。主な増額の要因は、先進地視察研修旅費の増額でございます。先進地につきま

しては、最新のガス化溶融炉を有する自治体を視察研修する予定でございます。 

 次に、１０節需用費は、総額５３９万４,０００円の計上で、対前年比１１万６,０

００円の減額です。主な減額は、修繕費で３４２万３,０００円の計上、前年度から

４４万１,０００円の増額となっています。主な増額は、管理棟照明球ＬＥＤ更新１

６０万２,０００円の新規計上です。水銀に関する水俣条約の決定を受け、２０２７

年度末までに水銀使用製品である蛍光灯の製造等が規制されます。そのため、管理

棟の照明をＬＥＤ照明に切り替えるものでございます。 

 次に、１１節役務費は、総額２６４万６,０００円の計上で、前年度から１２万２,

０００円の増額の予算計上となっております。前年度と大きな変動はございません。 
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 次に、１１ページ下段、１２節委託料は、総額１,２７５万８,０００円の計上で、

対前年比４９０万２,０００円の減額です。主な増減は１２ページ上段を御覧くださ

い。財務会計システム保守委託料が、５９万４,０００円の減が記載しておりません

が、今年度実施いたしましたネットワークシステム機器更新業務６１３万８,０００

円の減額が主なものでございます。一番下になりますが、給与システム保守委託料

が２２２万７,０００円の新規計上です。給与システムにつきましては、本年度導入

したネットワークシステムに関連するもので、令和８年度に新たに導入するもので

ございます。 

 次に、１３節使用料及び賃借料は、総額１０４万８,０００円の計上で、対前年比

２０万６,０００円の増額です。 

 次に、２１節補償補填及び賠償金は、総額９３０万円の計上で、前年度同額です。

地元栗田区・弥永区約定書に基づく協力金の支払いになります。 

 １２ページ、下段をお願いいたします。 

 ２款総務費、１項２目施設運営基金費、２４節積立金は、施設運営基金利子積立

金４６万３,０００円の計上で、対前年比３７万５,０００円の増額です。 

 その下、２款総務費、１項３目施設改修基金費、２４節積立金は、施設改修基金

利子積立金定期預金２件で、１５２万５,０００円の計上で、対前年比１０１万８,０

００円の増額です。 

 以上で、２款総務費、１項総務管理費の説明を終わります。 

 １３ページをお願いいたします。 

 ２款２項１目監査委員費は例年と同様です。説明は割愛します。 

 次に、３款衛生費の御説明をいたします。塵芥処理費の本年度計上総額は、１３

億６,７５４万６,０００円で、対前年比３,５７５万６,０００円の増額です。 

 ３款１項１目塵芥処理費の１０節需用費は、１,０１４万８,０００円で、対前年比

８７７万３,０００円の増額です。施設建屋修繕補修費、トラックスケールの修繕で

すが、計量器につきましては、入り口側、出口側にそれぞれ１基、合わせて２基の

計量器がございます。計量法に基づき、２年に一度の法定検査を実施しております。

法定検査によりますと、創業から２２年が経過し、経年劣化等により出口側の軽量

誤差が辛うじて合格範囲内であることから、修繕の実施について御要望がなされて

おります。計量器出口側１基の修繕費１,０１４万８,０００円の計上でございます。 

 以上で需用費の説明を終わります。 

 次に、その下を御覧ください。 

 １２節委託料は、１３億５,７３２万６,０００円の計上で、対前年比２,６９９万

８,０００円の増額です。主な増額の要因は、長期包括運営委託業務委託料の増額分

によるものです。長期包括運営委託業務の委託料は、経常経費分として６億７,０２

０万９,０００円、臨時経費分として６億２７万８,０００円、合計で１２億７,０４

８万７,０００円で、対前年比１,８２７万９,０００円の増額となっています。うち

経常経費分の増額が全てを占めます。 

 主な増額の要因は、経常経費の固定的費用として、主なところで、人件費が対前

年比３.１％の上昇、電気料金が対前年２.３％の上昇でございます。変動的費用とい

たしましては、主にコークスで、対前年比１８.４％の減となっています。近年コー

クス価格は下降傾向であることから減額となっております。今般の人件費、電気料

金の高騰等ございまして、増額となっております。 

 その他、主な増減額の案件を申し上げます。 

 １３ページ中段から１４ページ上段を御覧ください。 

 飛灰運搬処理業務委託は、５,０３９万８,０００円の計上で、対前年比２９２万２,
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０００円の減額です。 

 次に、その下、精密機能検査業務委託が、４２１万３,０００円で、対前年比２８

７万２,０００円の増額です。令和８年度は３年に一度の精密機能検査を実施いたし

ます。 

 次に、下段になりますが、布団運搬処理委託料は、５３９万円の計上で、対前年

比１９８万円の減額です。 

 次に、二つ下を御覧ください。 

 令和８年度新たな業務といたしまして、リサイクルプラザ継続運営に係る支援業

務１９９万８,０００円の新規計上です。リサイクルプラザにつきましては、今後も

継続して運営する予定でございます。リサイクルプラザの残渣切替え機器の更新等

の実施条件の整理、発注手順の整理などを検討するための業務でございます。 

 次に、第２期長期包括運営要求水準検討支援業務２８９万３,０００の新規計上で

す。長期包括運営に係る業務委託契約を、令和２年度から令和９年度までを締結し

ております。新ごみ処理施設建設に伴いまして、令和１０年度からの延長期間につ

いて改めて長期包括運営業務委託に係る要求水準等を検討するための業務でござい

ます。 

 １４ページを御覧ください。 

 リサイクルプラザ長寿命化総合計画７７７万７,０００円の新規計上です。リサイ

クルプラザ継続運営に関する各設備機器更新等につきましては、循環型社会形成推

進交付金を活用し、各機器等の更新計画に行う予定でございます。交付対象事業と

して、各機器等の更新を実施するには、超寿命化総合計画の策定が必須条件となっ

ております。 

 以上で、委託費の説明を終わります。 

 次に、同じく１４ページ上段を御覧ください。 

 ３款１項１目１８節負担金補助及び交付金は、総額７万２,０００円の計上です。 

 ３款１項１目塵芥処理費の説明を終わります。 

 次に、同じく１４ページ、３款１項２目新ごみ処理施設整備でございます。 

 １２節委託料は、４,１６１万５,０００円で、対前年比１,５９９万５,０００円の

減額です。新施設建設に伴う事業は、循環型社会形成推進計画に基づき実施いたし

ます。令和７年度から２か年事業として、生活環境影響調査業務委託を実施してお

ります。うち令和８年度分に該当します分は、１,８９８万４,０００円の計上でござ

います。 

 次に、新たな事業として、令和８年度から２か年事業で、新ごみ処理施設整備に

係る事業者選定アドバイザリー業務を予定いたします。令和８年度の事業費が２,２

６３万１,０００円の新規計上でございます。業務につきましては、新ごみ処理施設

の整備事業を進めていくに当たり、実施方針の作成、公表に係る支援、事業者選定

導入を行うための技術的な支援業務でございます。 

 次に、その下を御覧ください。 

 １４節工事請負費は、令和７年度から２か年事業として、新施設建設敷地造成工

事を予定しておりましたが、敷地造成に伴う水路の付け替えについて、地元行政区

へより丁寧な説明を要したことから、リサイクル工房の解体工事を先行いたしまし

て、敷地造成工事については令和８年度に改めて実施するものでございます。事業

費は１億１,４９６万補正の計上で御提案いたします。 

 ３款１項２目新ごみ処理施設整備の説明を終わります。 

 以上で、３款衛生費の説明を終わります。 

 １４ページ下段を御覧ください。 
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 ４款公債費は、１項１目元金が、２億５,１９０万２,０００円で、対前年比４２万

５,０００円の増額です。平成２９年度から令和２年度の事業年次改修工事費の起債

償還分となります。次の下はその利子分となります。 

 最後に、下段の５款予備費は、１,５００万円の計上で、対前年比５００万円の減

額です。 

 以上で、歳出の説明を終わります。 

 これで、令和８年度の当初予算（案）について説明を終わります。 

 そのほかの予算書附属資料等について、簡単に御説明させていただきます。 

 １５ページから２０ページにかけましては、給与等の明細書を添付しております。 

 給与等につきましては、筑前町に準じて支給を行っております。詳細の説明は割

愛させていただきます。 

 ２１ページをお願いいたします。債務負担行為の支出額等に関する調書を付して

おります。 

 令和元年１２月に、令和２年から令和９年までにわたる長期包括運営業務委託契

約を締結いたしましたので、債務負担行為に関する事項として計上しております。 

 また、当組合と地元行政区との約定による協力金の支出につきましても、当初予

算に合わせて当該調書に計上させていただいております。 

 一番下になりますが、新ごみ処理施設整備事業につきましては、当該年度以降の

支出予定額等に関する調書として計上しております。 

 ２２ページをお願いいたします。地方債の現在高の見込みに関する調書を付して

おります。 

 普通債のうち衛生債は年次改修工事分になります。衛生債のうち、平成２９年度

から令和２年度まで実施いたしました改修工事についての償還終了年度は、令和９

年度までの計画です。 

 令和６年度末現在高が合計７億５,５７０万６,０００円、令和７年度末現在高見

込額は合計５億４２２万９,０００円と推計いたしまして、令和８年度中増減見込

額、起債見込額が１億２８０万円、元金償還見込額は２億５,１９０万２,０００円と

なる見込みでございます。 

 予算書に基づきます説明は以上でございます。 

 続いて附属資料の説明を行います。 

 負担金計算書と記載したインデックスがついております資料を御覧ください。表

題に、令和８年度市町村負担金の内訳及び納期別金額になります。 

 令和８年度の市町村ごとの負担金内訳表でございます。 

 市町村負担金の負担割合の算定根拠であります組合規約につきましては、令和５

年度末に、久留米市を除く４市町村の議会で議決いただいた変更後の規約の負担割

合に基づいて算出したものとなっています。 

 運営費の負担割合につきましては、人口割１０％、処理量割９０％、設置費負担

割合につきましては、平等割１０％、人口割９０％となっております。 

 運営費の人口割につきましては、令和４年度から令和２年国勢調査に基づく人口

を用いておりますが、令和４年度末、久留米市が脱退されたことに伴い、令和５年

度から市町村の構成比が変更されております。久留米市脱退負担金を令和５年度市

町村負担金の算出基礎となった運営費と設置費分で案分し、固定額として令和８年

度の運営費設置費から差し引いております。 

 続きまして、前年度比較表と記載したインデックスがついてます資料を御覧くだ

さい。表題に、市町村負担金、前年度比較表になります。 

 一番上の表は令和７年度の負担金額、２番目の表は令和８年度の負担金額で、３



11 

 

番目の表は、２の令和８年度負担金額から１の令和７年度分を差し引いた額になり

ます。 

 ２の令和８年度予算計上合計額が、１５億１,３３０万４,０００円となります。３

の前年度比較で、設置費につきましては、建設に要する経費の一般財源と過疎債分

及び起債償還に係る経費ごとに記載しております。御確認をお願いいたします。 

 最後になりますが、ゴミ量推移と記載したインデックスがついてます資料を御覧

ください。表題にごみ量推移になります。 

 運営費の処理量割９０％の算定基礎となるごみ量推移を令和７年度と比較した表

となります。令和８年度は、令和６年１１月から令和７年１０月までのごみ量が負

担金算定基礎となっております。４市町村ともにごみ量は減少しており、全体で約

９１７トン、約３.４％の減量となっております。 

 以上で、私からの説明を終わらせていただきます。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 原口議員 

 １０ 番 

 原口議員 

 予算書の１１ページの新施設のところで、最新の視察、溶融炉視察する旨の説明

がありましたが、先進地視察の旅費で最新のガス化溶融炉視察等を考えているよう

なことがありましたけど、どの範囲でされるのか、また、関係行政の議員の方とい

うか、その辺をどのように考えてあるのかをお尋ねします。 

 議  長  事務局長 

 事務局長  今、原口議員からの御指摘でございます。旅費といたしまして先進地視察を計画

させていただいているところでございます。 

 先進地につきましては、ガス化溶融炉は最新で建造されたところがございますの

で、そちらに執行部と議会のほうの方を対象にした視察を検討したいということで

予算計上させていただいてます。 

 当然のことながら、そのことを受けまして、地元行政区等々にも情報公開等が必

要かと思いますので、必要に応じて対応を考えていきたいというふうに考えている

ところでございます。 

 以上です。 

 議  長  原口議員、よろしいですか。 

 １０ 番 

 原口議員 

 はい。よろしくお願いします。 

 議  長  ほかに質疑ありませんか。 

 高橋議員 

 １２ 番 

 高橋議員 

 予算書１４ページの２款２目委託料、１２節委託料で、新ごみ処理施設整備に係

る事業所連携アドバイザリー業務ですけども、ちょっと中身を詳しく教えてもらえ

ないでしょうか。 

 議  長  施設課長 

 施設課長  改めまして御説明いたします。新たな事業といたしまして、令和８年度から２か

年事業で、新ごみ処理施設整備に係る事業者選定アドバイザリー業務を予定いたし

ます。内容といたしましては、新ごみ処理施設整備事業を進めていくに当たりまし

て、実施方針の作成、公表に係る支援、事業者選定等を行うための技術的な支援業

務でございます。 

 以上でございます。 

 議  長  高橋議員 
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 １２ 番 

 高橋議員 

 この２,２６３万１,０００円というその予算の積上げ根拠と、その業務委託をす

る業者の決め方も教えていただけないでしょうか。 

 議  長  事務局長 

 事務局長  先ほど施設課長のほうから御報告いたしましたが、若干、私のほうから付け加え

させていただきますと、アドバイザリー業務の中に、実施の方針、要は業者選定を

する場合の実施方針の作成をする必要がございます。その際の支援及び実施方針に

対します質疑回答関係の内容を精査する業務が当然必要となってまいります。そう

いった内容。それと、入札公示資料の作成等といたしまして、この入札に際する要

求水準書及び契約の作成、入札の際の説明事項、業者選定を行います際の委員会の

資料の作成、そういったものが令和８年度で考えられる部分でございます。 

 あわせて、２か年事業ということでございますので、業者選定に対します議案書

等々の評価、委員会等を開催いたしますので委員会への支援、そういったものがこ

の業務の主な内容になろうかというふうに考えているところでございます。 

 当然のことながら、この業務を行う際に法的に問題がないのかといった法的支援

等も含まれることが想定されておりますので、そういったものを総合的に判断しな

がら、最終的には業者選定を行っていくという業務でございます。 

 以上です。 

 議  長  高橋議員 

 １２ 番 

 高橋議員 

 このアドバイザリー業務を行う業者はまだ決まってないということなんですか

ね。それとも、施設整備基本計画を行った業者をそのまま随契か何かでされるって

いうことでしょうか。 

 それと、先ほどから申してますけども、この２,２６３万１,０００円という金額の

積立て根拠も教えてください。 

 議  長  事務局長 

 事務局長  御質問いただきましました内容に一部不備がございましたので、付け加えさせて

いただきます。 

 業者等々につきましては、まだ決定に至っていないということでございます。 

 それと、見積り内容等につきましては、先ほど触れました業務内容に基づきまし

て、令和８年度実施可能分と令和９年度実施可能分に分けてそれぞれ積算をさせて

いただいてます。 

 見積り内容をということでございますので、令和８年度につきましては、先ほど

触れましたように、実施方針の作成支援及び実施をする際の回答書の案、入札公示

資料の作成、要求水準書・契約書の作成支援、入札説明等の作成支援、それと併せ

まして、業者選定によります委員会、第三者委員会を設定する予定でございますの

で、そういった委員会への資料の作成と委員会に対する質疑に対する支援要請、こ

ういったものを令和８年度では考えているところでございます。 

 なお、令和９年度につきましては、次の段階に移りますので、改めて令和９年度

の予算の際に御説明を申し上げたいというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

 議  長  ほかに質疑ありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 




